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Q1.産前産後休業給付金とは

組合員の方が、出産日（出産が予定日より後になった場合は、出産予定日）以前42
日目（多胎妊娠の場合は98日目）から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内
で休業した期間について給付金を支給する制度のことです。

Q2.申請するときの条件はありますか？

次の①～③の条件をすべて満たした場合に申請が可能です。

① 組合員本人が出産したこと（組合の加入区分が「家族」の方は対象外）

② 妊娠85日（４か月）以上の出産であること
③ 令和７年４月１日以降に産前産後休業を取得していること

（短期間でも就労された日については対象外）

Q3.１日につきいくら支給されますか？

休業１日について、2,000円が支給されます。（公休日を含む）

※ 休業期間中に労務に服した日がある場合（有給休暇を含む）は、支給対象日数から除きます。

※ 休業期間中に組合員資格を喪失した場合は、加入期間内のみ支給対象となります。

Q4.出産予定日より遅れて出産した場合、支給期間はどうなりますか？

予定日より遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。
（支給期間：出産予定日前42日＋出産予定日から遅れた出産日までの日数＋産後56日）

※ 出産が予定よりも早かった場合の支給期間については、以下の通り。
（支給期間：出産予定日前42日－出産予定日から早まった出産日までの日数＋産後56日）

産前産後休業給付金は、出産した組合員が産前産後休業を取得した場合に支給されます。

税理士国保では、組合員が出産にあたり少しでも安心して出産前後の休養ができるよう
令和７年４月より支給を開始いたします。

※ 出産とは、妊娠85日（４か月）以後の出産（早産）、死産（流産）、人工妊娠中絶
を言います。

※ 出産日は産前期間に入ります。
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記入例

産前産後休業給付金支給申請書に加えて「母子健康手帳」の下記２点の写しを添えてく
ださい。

① 表紙（子と保護者の氏名が記載されたページ）
② 出生届出済証明のあるページ

※① 出産した組合員名義の口座を記入してください。
※② 出産のため休業した期間（公休日を含む）とその日数を記入してください。
※③ ②の期間内で労務に服した日があれば、その日数の合計を記入してください。
※④ 本申請書は、休業期間が経過した後にご提出ください。

※ 申請期限は２年です。その起算日は出産のため労務に服さなかった日の翌日となります。


